
令和 2 年 9 月 30 日 

関係各位 

 

Go To Eat キャンペーン 

対象となる飲食店の一部条件変更について 
 

 Go To Eat キャンペーン食事券発行事業、及びオンライン飲食予約事業におきまして、 

9 月 30 日に農林水産省から連絡があり、対象となる飲食店の条件について一部変更される

ことになりましたので、お知らせいたします。 

 

【変更内容】 

Go To Eat キャンペーンでは、これまで飲食店の参加条件として、風営法の接待飲食業の許

可を有する飲食店は、一律に対象外となっておりましたが、事業対象となる店を一律に同許

可の有無で決めることとはせず、 

① 現在、臨時に外から呼んできた者のみに接待をさせる営業を営んでおり、 

かつ、 

② キャンペーン参加中に接待をして客に飲食をさせる営業を営まない店 

については対象となりました。 

 

したがって、これまで対象外となっていました料亭等の事業者様も、上記条件を満たせば

参加可能となります。 

また、それに伴い参加申込に必要な同意書の記載内容も一部変更となりました。 

福井県 Go To Eat キャンペーンホームページよりダウンロードしてご使用ください。 

 

 

 

 


